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建設業における労働災害の防止のお願い 

 

 

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

また、平素は労働災害の防止について格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、岡山労働基準監督署管内における、令和３年１２月時点での建設業の休

業４日以上の労働災害は１１７人であり、昨年同時期の７８人から３９人、５割

の大幅増となっています。 

  災害の内訳を見ると、屋根や解体中の床の端から、トラック荷台から、あるい

は、梯子、脚立の不適切な使用による墜落、転落災害が多く発生しています。ま

た、移動式クレーンの転倒、荷取扱い中の挟まれ、落下災害も多発傾向にありま

す。 

被災者を年代別にみると４人に 1 人が平成生まれの若年層である一方、死亡

災害については６０代以上の高齢者が３５％を占めています。また、一人親方や

中小事業主等の死傷災害も多数発生しています。 

このような状況を受けて、岡山労働基準監督署では建設現場への監督指導と

併せ、建設現場パトロール、災害防止団体及び発注者等との協議会の開催等、建

設現場の労働災害防止対策推進のための集中的取組を進めております。 

監督署では、労働災害増加要因を踏まえた対策として、特に 

① 計画段階での安全作業の十分な検討と、作業ごとのリスクアセスメント及

びその低減措置の実施 

② 適切な足場の設置、はしご・脚立の適正な使用、保護具の使用の徹底 

③ 若年層に対する安全衛生教育の充実 

④ 高年齢労働者が、安心して快適に作業を行うことができる環境づくり 

について取り組むよう指導しています。 

 年度末にかけて施工がピークを迎えることから、貴事業場(現場)におかれま

しても、労働災害防止に向けて一層の取組をよろしくお願い申し上げます。 

 

各 位 



建設現場の労働災害が大幅に増加（５割増）しています
最近の労働災害要因を踏まえ以下の重点について取組をお願いします

計画段階での安全作業の十分な検討と作業毎のリスクアセスメントの実
施に基く低減措置

適切な足場の設置、はしご・脚立の適正な使用、保護具の使用の徹底

若年層に対する安全衛生教育の充実

高年齢労働者が安心して快適に作業を行うことができる環境づくり

令和４年１月 岡山労働基準監督署



令和３年12月分　死傷災害（休業４日以上）署別発生状況（速報値）

前年同期比較 岡山労働局

'21年 '20年 増 減 率 ％ '21年 '20年 増 減 '21年 '20年 増 減 '21年 '20年 増 減 '21年 '20年 増 減 '21年 '20年 増 減 '21年 '20年 増 減
2307 1988 319 16.0% 968 802 166 590 546 44 327 295 32 167 179 ▲12 111 84 27 144 82 62
585 570 15 2.6% 200 202 ▲2 128 136 ▲8 81 104 ▲23 57 70 ▲13 35 35 0 84 23 61
127 100 27 27.0% 55 34 21 26 22 4 20 11 9 16 19 ▲3 5 10 ▲5 5 4 1
69 75 ▲6 ▲8.0% 24 32 ▲8 17 18 ▲1 11 7 4 5 12 ▲7 3 2 1 9 4 5
47 53 ▲6 ▲11.3% 13 25 ▲12 6 10 ▲4 10 6 4 7 7 0 8 5 3 3 0 3
31 37 ▲6 ▲16.2% 7 8 ▲1 1 3 ▲2 16 22 ▲6 5 1 4 2 1 1 0 2 ▲2
35 39 ▲4 ▲10.3% 9 10 ▲1 4 5 ▲1 5 5 0 3 6 ▲3 12 11 1 2 2 0
37 18 19 105.6% 20 7 13 13 7 6 2 1 1 2 3 ▲1 0 0 0 0 0 0

189 174 15 8.6% 45 51 ▲6 53 53 0 10 43 ▲33 16 17 ▲1 3 4 ▲1 62 6 56
9 8 1 12.5% 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 ▲1 0 0 0 0 0 0

41 66 ▲25 ▲37.9% 18 28 ▲10 8 18 ▲10 7 9 ▲2 3 4 ▲1 2 2 0 3 5 ▲2
（ 自 動 車 整 備 ） (10) (14) (▲4) (▲28.6%) (2) (7) (▲5) (2) (4) (▲2) (2) (1) (1) (0) (2) (▲2) (2) (0) (2) (2) (0) (2)

8 6 2 33.3% 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2 ▲1 0 0 0 3 1 2
253 236 17 7.2% 117 78 39 61 68 ▲7 34 43 ▲9 17 20 ▲3 11 10 1 13 17 ▲4
70 46 24 52.2% 27 13 14 11 7 4 15 14 1 8 6 2 2 0 2 7 6 1
92 115 ▲23 ▲20.0% 43 43 0 17 22 ▲5 17 25 ▲8 6 8 ▲2 5 8 ▲3 4 9 ▲5

(62) (76) (▲14) (▲18.4%) (30) (34) (▲4) (11) (14) (▲3) (12) (16) (▲4) (5) (5) (0) (1) (6) (▲5) (3) (1) (2)
(30) (39) (▲9) (▲23.1%) (13) (9) (4) (6) (8) (▲2) (5) (9) (▲4) (1) (3) (▲2) (4) (2) (2) (1) (8) (▲7)

91 75 16 21.3% 47 22 25 33 39 ▲6 2 4 ▲2 3 6 ▲3 4 2 2 2 2 0
332 276 56 20.3% 158 145 13 74 76 ▲2 43 19 24 31 17 14 12 10 2 14 9 5
26 16 10 62.5% 12 12 0 5 1 4 3 1 2 4 1 3 0 1 ▲1 2 0 2

303 253 50 19.8% 144 129 15 69 72 ▲3 40 18 22 27 16 11 12 9 3 11 9 2
17 20 ▲3 ▲15.0% 6 10 ▲4 9 7 2 0 1 ▲1 1 0 1 1 2 ▲1 0 0 0
15 16 ▲1 ▲6.3% 5 8 ▲3 9 5 4 0 1 ▲1 1 0 1 0 2 ▲2 0 0 0
2 4 ▲2 ▲50.0% 1 2 ▲1 0 2 ▲2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

36 28 8 28.6% 1 3 ▲2 0 1 ▲1 28 15 13 0 0 0 3 0 3 4 9 ▲5
1030 816 214 26.2% 479 356 123 311 251 60 126 105 21 51 57 ▲6 42 26 16 21 21 0
270 255 15 5.9% 130 106 24 78 72 6 29 43 ▲14 13 21 ▲8 14 10 4 6 3 3
(38) (39) (▲1) (▲2.6%) (19) (19) (0) (12) (10) (2) (4) (3) (1) (2) (4) (▲2) (1) (1) (0) (0) (2) (▲2)

(202) (194) (8) (4.1%) (95) (72) (23) (58) (60) (▲2) (22) (36) (▲14) (9) (16) (▲7) (13) (9) (4) (5) (1) (4)
＜ 各 種 商 品 小 売 ＞ <5> <10> <▲5> <▲50.0%> <4> <6> <▲2> <0> <2> <▲2> <1> <2> <▲1> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0> <0>
＜ 新 聞 販 売 ＞ <24> <26> <▲2> <▲7.7%> <9> <4> <5> <7> <8> <▲1> <3> <9> <▲6> <0> <3> <▲3> <3> <2> <1> <2> <0> <2>

374 259 115 44.4% 181 114 67 107 83 24 47 31 16 14 14 0 17 10 7 8 7 1
（ 医 療 保 健 業 ） (133) (77) (56) (72.7%) (70) (39) (31) (42) (16) (26) (6) (15) (▲9) (3) (3) (0) (9) (2) (7) (3) (2) (1)
（ 社 会 福 祉 施 設 ） (239) (175) (64) (36.6%) (110) (73) (37) (65) (63) (2) (41) (15) (26) (11) (11) (0) (8) (8) (0) (4) (5) (▲1)

119 89 30 33.7% 64 44 20 31 32 ▲1 17 7 10 3 2 1 3 3 0 1 1 0
（ 旅 館 業 ） (14) (12) (2) (16.7%) (4) (6) (▲2) (7) (5) (2) (3) (1) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
（ 飲 食 店 ） (72) (56) (16) (28.6%) (41) (28) (13) (18) (21) (▲3) (8) (3) (5) (2) (2) (0) (2) (1) (1) (1) (1) (0)
（ そ の 他 の 接 客 ） (33) (21) (12) (57.1%) (19) (10) (9) (6) (6) (0) (6) (3) (3) (1) (0) (1) (1) (2) (▲1) (0) (0) (0)

73 76 ▲3 ▲3.9% 29 35 ▲6 25 18 7 8 12 ▲4 7 7 0 2 1 1 2 3 ▲1
(27) (36) (▲9) (▲25.0%) (15) (19) (▲4) (8) (9) (▲1) (2) (6) (▲4) (1) (2) (▲1) (0) (0) (0) (1) (0) (1)

（ 産 業 廃 棄 物 ） (31) (16) (15) (93.8%) (11) (5) (6) (10) (3) (7) (5) (3) (2) (3) (4) (▲1) (1) (0) (1) (1) (1) (0)
194 137 57 41.6% 75 57 18 70 46 24 25 12 13 14 13 1 6 2 4 4 7 ▲3

（ 警 備 業 ） (28) (14) (14) (100.0%) (9) (4) (5) (7) (8) (▲1) (8) (1) (7) (4) (1) (3) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
46 36 10 27.8% 6 7 ▲1 6 6 0 13 7 6 9 13 ▲4 7 1 6 5 2 3

注１：災害件数は、労働者死傷病報告（様式第23号）による。　　　注２：網掛けした業種は、第13次労働災害防止推進計画における重点業種である。
注３：令和３年１月１日から令和３年12月末日までに発生した労働災害で、令和４年１月７日までに労働基準監督署に報告のあったものの。
注４：「第三次産業」は業種分類０８～１７である。　　　　注５：「その他」は、「農業」と「畜産・水産業」である。     注６：「派遣労働者」は派遣先の労働者数である。    

70 64 6 9.4% 34 32 2 18 14 4 9 6 3 6 7 ▲1 2 4 ▲2 1 1 0
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 令和３年　　  死　亡　災　害　発　生　状　況  (速報値） 令和３年12月末集計分

番号 業種 災害発生月 発生時間帯 事故の型 起因物 災害発生状況 備考

1
その他の建築

工事業
令和３年１月 ７時台 交通事故（道路） トラック

資材置場に止めていた工事現場で使用する２ｔダンプ車と、自身が乗ってきた自家用車を入れ替えるため、ダンプ
車を資材置場前の市道（約７．９度の下り坂）に停車し、エンジンを掛けたままダンプ車から降りたところ、ダンプ車が
動き出したため、被災者はそれを止めようとしたが、ダンプ車の左側前輪に牽かれたもの。

2
木造家屋建設

工事業
令和３年４月 11時台 激突され トラック

　フォークリフトで機材を運び終えて後退しようとしたところ、前輪が地面に敷かれた砕石に埋まり動かなくなったた
め、軽トラックでけん引するために車両間をワイヤロープで繋いでいたところ、軽トラックの運転者が誤って前進させ
たために、被災者がフォークリフト後部と軽トラックのフロント部に挟まれたもの。

3
その他の金属
製品製造業

令和３年６月 21時台 交通事故（道路） トラック
　高速道路上り線の追越車線を４ｔトラックで運転していたところ、前方走行車線を走っていた大型トラックが前方の車
線規制に従い、急な追越車線への車線変更をしたために避けることが出来ずに衝突したもの。

4
その他の建設

業
令和３年７月 ８時台 飛来・落下 その他の一般動力機械

　製造機械の解体に際し、上段パレットを撤去するために、パレットを昇降させるリンクチェーンのボルトを外したとこ
ろ、安全ブロック等の設置がなく上段パレットが落下してその下敷きになったもの。

5
その他の建設

業
令和３年７月 11時台 感電 送配電線等

　建屋解体工事現場で、飛散防止シートを設置するため、単管にて養生枠を組立作業中に工場内への200V引込線
(架空電線)に接触して感電したもの。

6
道路建設工事

業
令和３年８月 13時台 飛来・落下 地山、岩石

　高速道路拡幅工事の土砂仮置場において、ドラグショベルを用いて土砂をダンプ車に積み込んでいた被災者が、
昼休憩後から姿が見えなくなり、別の作業員が同ドラグショベルを用いてダンプ車に積み込むための土砂を掘削して
いたところ、土砂の中から被災者が発見されたもの。

(注）令和３年１月１日から令和３年12月末日までに発生した労働災害で、令和４年１月７日までに労働基準監督署に報告のあったもの。



※新型コロナウイルスによるものを除く

（R4.1）

岡山労働基準監督署管内　建設業労働災害発生状況

事故の型 被災者数 （内死亡）
墜落、転落 360 (9)

転倒 107
切れ、こすれ 105

飛来、落下 123 (2)
はさまれ、巻き込まれ 109 (3)

激突され 48 (1)
交通事故 45 (4)

動作の反動、無理な動作 70
激突 49

高低温物との接触 14
有害物等との接触 6

崩壊、倒壊 31 (2)
踏み抜き 15

起因物 被災者数 （内死亡）
仮設物、建築物等 283 (7)

感電 4
その他 9

運搬機械 84 (3)
建設用機械 74 (2)

用具 164 (3)
材料 129

荷 48
乗物 39 (2)

木材加工用機械 57
環境 55 (1)

金属加工用機械 24
クレーン等 24 (1)

人力機械工具 36
一般動力機械 30 (1)

有害物 5
その他 14

他の装置、設備等 24 (1)
電気設備 5

平成23
年

24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年
令和元

年
2年

3年

12月末

建設業計 101 102 110 135 107 79 95 89 99 82 96

土木 19 20 28 27 19 17 19 22 16 13 15
建築 34 48 41 69 36 25 40 44 33 35 29

木建 31 15 21 17 16 11 15 8 23 10 13

他の建設 17 19 20 22 36 26 21 15 27 24 39
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過去10年の業種ごとの推移

墜落、転落
33%

飛来、落下
11%はさまれ、

巻き込まれ
10%

転倒
10%

切れ、こすれ
10%

動作の反動、

無理な動作
6%

事故の型別割合

仮設物、

建築物等
26%

用具
15%

材料
12%

運搬機械
8%

建設用機械
7%

木工用機械
5%

環境
5%

荷
4%

起因物別割合

（23年以降計1095人）

岡山労働基準監督署



◎その他

　●はしご上で作業、または昇降中に転落…2人
　●重機ごと川に転落…1人

　●建設現場にも技能実習生など外国人労
　働者が増加し、それに伴い労働災害も増
　加しています。元々の文化の違いを念頭
　に置きつつ、コミュニケーションをしっかり
　取り、作業に関するルールを十分に理解
　させるよう努めて下さい。

●建設業では世代交代が進んでおり、「平成生まれ
（３２歳以下）」の被災者の割合は２９．７％、また死亡
災害でも２８．６％（２１人中６人）と、約３割を占めてい
ます。経験が浅い分、雇入時教育をはじめとした各種
教育を十分に行って下さい。

　●一方で、死亡災害については高年齢化も進んでおり、６０代以上の死亡者数は７人と１／３を
　占めています。一般的に高年齢労働者は知識・経験が豊富で、頼れる存在ではありますが、加
　齢による体力等の低下は否めず、災害に遭う頻度自体が高く、また重篤化する傾向にあります。
　高年齢労働者が快適に安心して働ける職場環境づくりに努めてください。高年齢労働者に関し
　て配慮すべき事項については、「エイジフレンドリーガイドライン」が示されています。

　岡山監督署管内の建設業における過去10年の労働災害では、墜落・転落災害が1/3を占め、うち
9人の方が亡くなっています。
　また一人親方や中小事業主等、労働者以外の方の災害も多く発生しており、中には死亡に至っ
たものもあります。令和3年だけでも、岡山監督署管内で発生、把握している一人親方等の死亡災
害は2件あり、いずれも墜落・転落災害です。
※通常監督署が公表している「労働災害」は「労働者が業務に起因して負傷等したもの」であり、一人親方等の災害は含まれません。

◎墜落、転落災害の状況

　　　　足場の手すり等の下を抜けて
　●　 足場の開口部から　　　　　　　　　　　　　　…転落　4人
　　　　乗り移ろうとした移動式足場が動いて

2
0 0

2
0 0 1

7
4 5

13

0

4

8

12

16

外国籍の被災者数

適切な足場の設置、はしご・脚立の適正使用、保護具

の使用を徹底し、墜落・転落災害を防ぎましょう！

平成生まれ

6人

28.6％

60代以上

7人

33.3％

他の世代

8人

38.1％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

世代別死亡者割合

平成生まれ

325人

29.7％

60代以上

203人

18.5％

他の世代

567人

51.8％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

世代別被災者割合

岡山労働基準監督署

●屋根や、解体中の床の端から転落…4人（うち2人は一人親方等）
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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

はしごや脚立からの
墜落･転落災害をなくしましょう！

はしごや脚立は、ごく身近な用具であるため、 墜落・転落の危険をそれほど感じずに使用
する場合が多いのではないでしょうか。しかし、過去の災害事例を見ると、骨折などの重篤な
災害が多数発生し、負傷箇所によっては死亡に至る災害も少なくありません。

このパンフレットを参考に、安全を確保した上で、はしごや脚立を適切に使用してください。

はしごや脚立に関する災害発生原因の特徴を踏まえた安全対策をとり、
想定される危険を常に予知しながら、はしごや脚立を使用しましょう。

参考︓「菅間敦，大西明宏，脚立に起因する労働災害の分析，労働安全衛生研究，
Vol.8, No. 2, pp. 91‒98, 労働安全衛生総合研究所，2015年」

グラフからわかること

【傷病部位別】
下肢と上肢で、全体の
半数以上を占めている。

【傷病別】
骨折が全体の約３分の
２を占め、重篤な災害
につながりやすい。

平成18年の休業4日以上の労働者死傷病報告から単純無作為法により抽出された34,195件
（全数の25.5％）を分析した結果、脚立が起因する災害は、992件（うち墜落・転落災害
は約86％）であり、傷病部位および傷病名は以下のグラフのとおりであった。

「はしご等」に関する災害（死傷および死亡）

脚立に起因する労働災害の分析

4,535人
(約23%)

4,471

2,910

8,270

グラフ タイトル

トラック

階段、桟橋

出典：労働者死傷病報告

※「はしご等」: はしご、脚立、作業台など

出典：死亡災害報告
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② 毎年30人弱の労働者が「はしご等」からの
墜落・転落により亡くなっている

はしご等

「
は
し
ご
等
」
の
内
訳

(人)

はしごや脚立は、足元が不安定になりやすく危険です。まず、代わりとなる
床面の広いローリングタワー（移動式足場）や作業台などの使用を検討しましょう。

はしごや脚立を使用する際は、高さ１ｍ未満の場所での作業であっても
墜落防止用のヘルメットを着用して、頭部の負傷を防ぎましょう。

ポイント

１
Ｐ２参照

ポイント

２
Ｐ３参照

ポイント

３
Ｐ４参照

労働者、
雇用主の
皆さまへ

計 20,186人
(小数点以下四捨五入)

その他

【過去５年間の墜落・転落による死亡労働者数】

①「はしご等」は墜落・転落災害の原因で最も多い
（平成23年～27年 ５年平均）

【墜落・転落による休業４日以上の被災労働者数】

はしご等

統計資料

参考︓労働安全衛生総合研究所による調査分析より



典型的な災害発生原因（墜落・転落死亡災害例）

【事例】はしごを使って降りよう
としたところ、はしご脚部下端
の滑り止めが剥がれており、
はしごが滑ってそのまま
墜落した。

【事例】脚立をまたいで
乗った状態で蛍光灯の交
換作業をしていたとこ
ろ、バランスを崩し階段
に墜落した。

【事例】はしごが水で濡
れていたため、足元が
滑って墜落した。

（耐滑性の低い靴を使用）

【事例】手に荷物を持っ
て脚立を降りようとした
ところ、足元がよろけて
背中から墜落した。

【事例】はしごから身を乗り
出して作業したところ、バ
ランスを崩して墜落した。

はしごでの作業を選択
する前により安全な代
替策を検討する。

ワンポイント対策例

【事例】脚立の天板に乗って作
業したところ、バランスを崩
して背中から墜落した。

（※）３点支持とは、通常、両手・両足の４点のうち３点により
身体を支えることを指すが、身体の重心を脚立にあずける
場合も、両足と併せて３点支持になる。

出典︓職場のあんぜんサイト（厚生労働省）

は し ご 脚 立

ポイント１

2

はしごの上でバランスを崩す№１ 脚立の天板に乗りバランスを崩す№１

はしごが転位する№２ 脚立にまたがってバランスを崩す№２

はしごの昇降時に手足が滑る№３ 荷物を持ちながらバランスを崩す№３

天板での作業は簡単にバラン
スを崩しやすいので禁止。よ
り安全な代替策を検討する。

ワンポイント対策例

はしごの上端または下
端をしっかり固定す
る。
また、滑り止め箇所の
点検を怠らない。

ワンポイント対策例
作業前に周りに危険箇所がないか確認し、安全
な作業方法を考えること。
なお、脚立にまたがっての作業は一旦バランス
が崩れたら身体を戻すのが非常に難しい。
脚立の片側を使って作業すると、３点支持（※）

がとりやすい。

ワンポイント対策例

身体のバランスをしっかり保持するよう、昇降
時は荷物を手に持たず、３点支持を守る。

ワンポイント対策例
踏み面に滑り止めシールを貼る。
耐滑性の高い靴（と手袋）を使用する。

ワンポイント対策例



移動はしご（安衛則第527条）
１ 丈夫な構造
２ 材料は著しい損傷、腐食等がない
３ 幅は30㎝以上
４ すべり止め措置の取付その他転位を防止

するための必要な措置
【はしご足元安定金具】【はしご支持･手摺金具】

こういった後付けの安全器具もあります

【手すり付き脚立(例)】

【可搬式作業台(例)】

充分に検討しても他の対策が取れない場合に限って、
はしごや脚立の使用を、安全に行ってください。

□ はしごや脚立の使用自体を避けられないですか︖
□ 墜落の危険性が相対的に低いローリングタワー

（移動式足場）、可搬式作業台、手すり付き脚
立、高所作業車などに変更できないですか︖（※）

Ⓒ軽金属製品協会
（無断転用禁止）

脚立（安衛則第528条）
１ 丈夫な構造
２ 材料は著しい損傷、腐食等がない
３ 脚と水平面との角度を75度以下とし、

折りたたみ式のものは、角度を確実に保つ
ための金具等を備える

４ 踏み面は作業を安全に行うため必要な面
積を有する

｢労働安全衛生規則」で定められた主な事項

出典：「シリーズ・ここが危ない

高所作業」中央労働災
害防止協会編

(※)足元の高さが２ｍ以上の箇所で作業する場合には、原則として十分な広さと強度をもった作業床や墜落防止
措置（手すり等）を備えた用具を使用してください。特に、はしごは原則昇降のみに使用してください。

安全ブロック
（ストラップ式の

墜落防止器具）

しっかり
固定︕

はしごや脚立を使う前に、まず検討︕
以下の２点について検討してみましょう

移動はしごの安全使用のポイント
□ はしごの上部・下部の固定状況を確認しているか

（固定できない場合、別の者が下で支えているか）
□ 足元に、滑り止め（転位防止措置）をしているか
□ はしごの上端を上端床から60㎝以上突出しているか
□ はしごの立て掛け角度は75度程度か。

立てかける位置は
水平で、傾斜角75°、
突き出し60センチ
以上となっている
ことを確認

ポイント２

3

脚立の安全使用のポイント

※高さ２ｍ以上での作業時は、
ヘルメットだけでなく
安全帯も着用しましょう︕



19人

7人 負傷部位︓
頭部

※１
その他…
頚部、胸部、腹部

(※1)

16人

2
1

※３…着用あり
のケースでは、
墜落高さがいず
れも４ｍを超え
ている。

※２…①あご紐
の着用が不十分
で墜落中にヘル
メットが外れた
場合、②飛来・
落下用のみのヘ
ルメットを着用
していた場合を
含む。

不明(※３)

墜落防止用
ヘルメットの
着用なし(※２）

①「はしご等」からの墜落･転落死亡災害に
おける負傷部位【平成27年分（26人）】

② 墜落防止用ヘルメットの有無
【頭部負傷の場合のみ集計（19人）】

引用︓パンフレット「陸上貨物運送
事業における重大な労働災害
を防ぐためには」Ｐ12

引用︓パンフレット「陸上貨物運送
事業における重大な労働災害
を防ぐためには」Ｐ３

要チェック︕
ヘルメット内側に貼られてい
る「国家検定合格標章」等に
用途が書かれています︕

参考
あごヒモと耳ヒモの接続部分
を留め具等で固定すると、墜
落時の衝撃でヘルメットが着
脱しにくくなります︕

このリーフレットについ
て、詳しくは最寄りの都
道府県労働局、労働基準
監督署にお問い合わせく
ださい。

必ずヘルメットを着用してくださいポイント３

ヘルメットの
着用ポイント

ヘルメットの
すぐれた効果

特に と を忘れずに︕
(死亡災害時によく見られた、
忘れやすいポイントです)

（H29.３）

頭部を負傷した死亡災害では、うち８割強が墜落防止用のヘルメット
を着用していませんでした（平成27年集計）

参 考

その他

着用あり

約
73％

約
84％

出典：災害調査復命書

19人のうち

4
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